
○神戸市高圧ガス保安法施行細則  

平成 29年２月 21日  

規則第 36号  

改正  令和３年３月 31日規則第 56号  

（趣旨）  

第１条  この規則は，高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号。以下「法」という。），

高圧ガス保安法施行令（昭和９年政令第 20号。以下「政令」という。），容器

保安規則（昭和 41年通商産業省令第 50号。以下「容器則」という。），冷凍保

安規則（昭和 41年通商産業省令第 51号。以下「冷凍則」という。），液化石油

ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 52号。以下「液石則」という。），一

般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号。以下「一般則」という。）

及び国際相互承認に係る容器保安規則（平成 28年経済産業省令第 82号。以下「国

際容器則」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（用語の定義）  

第２条  この規則において使用する用語は，法，政令，容器則，冷凍則，液石則，

一般則及び国際容器則において使用する用語の例による。  

（容器再検査の申請）  

第３条  法第 49条第１項に規定する容器再検査を受けようとする者は，様式第１

号による容器再検査申請書を市長に提出しなければならない。  

（附属品再検査の申請）  

第４条  法第 49条の４第１項に規定する附属品再検査を受けようとする者は，様

式第２号による附属品再検査申請書を市長に提出しなければならない。  

（氏名等の変更の届出）  

第５条  第一種製造者，第二種製造者，第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所

有者若しくは占有者，販売業者，特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を

受けた者は，氏名若しくは名称又は住所を変更したときは，様式第３号の氏名

等変更届書により市長に届け出なければならない。  

（許可等に係る申請の取下げの申請）  

第６条  法の規定による許可，登録又は検査（以下この条において「許可等」と



いう。）に係る申請をした者は，当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げ

るときは，様式第４号による許可等申請取下書を市長に提出しなければならな

い。  

（許可の取消しの申請）  

第７条  法第５条第１項の規定による製造の許可，法第 14条第１項の規定による

製造のための施設等の変更の許可，法第 16条第１項の規定による第一種貯蔵所

の設置の許可，法第 19条第１項の規定による第一種貯蔵所に係る変更の工事の

許可又は法第 48条第５項の規定による特別充填の許可を受けた者は，これらの

許可の取消しを受けようとするときは，様式第５号の許可取消申請書を，市長

に提出しなければならない。  

（施行細目の委任）  

第８条  この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。  

附  則  

この規則は，平成 30年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年３月 31日規則第 56号）  

（施行期日）  

１  この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市火災予防規則，

神戸市消防危険物規則，神戸市火薬類取締法施行細則，神戸市高圧ガス保安法

施行細則並びに神戸市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律施行細則の様式による用紙は，当分の間，なお使用することができる。  



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係）  

様式第２号（第４条関係）  

様式第３号（第５条関係）  

様式第４号（第６条関係）  

様式第５号（第７条関係）  

 


